
   交  通  事  故  発  生  件  数  等 状態別交通事故関与件数 

  

 

 

 

 

  

  

 事故総件数

（R7.１２現在） 

関与件数 

（件） 

関与率

（％） 

高齢者関与事故 

１208 

406 33.6 

子ども関与事故 ５9 ４.9 

自転車関与事故 617 ５１.7 

二輪車関与事故 ２46 2０.4 

 事故発生件数 死傷者数 

合計 
死亡 

事故 

重傷 

事故 

軽傷 

事故 
合計 死亡者 重傷者 軽傷者 

板橋区 113 1 3 109 126 1 3 122 

区
内
警
察
署
別 

板橋署 18 0 ０ 18 23 0 ０ 23 

志村署 45 １ 2 42 ４9 １ 2 46 

高島平署 50 ０ １ 49 54 ０ １ 53 

令和７年 1２月号 
交通事故発生情報

東京都からの情報をもとに  

作成し、毎月１回配信しています。 

問い合せ 

土木部土木計画・交通安全課            

交通安全・啓発助成係 

０３－３５７９－２２９７ 

 

令和８年４月から自転車反則通告制度（青切符）が開始  

※ 令 和 ７ 年 １ ２ 月 末 現 在 ま で の      

交通事故発生件数等になります。 

※ 警察署によっては、他区の事故を扱う場合があるため、区別と署別で合計が違う場合があります。 

 

対象となる反則行為 

① 携帯電話使用等 反則金 １万２千円 

② 右側通行      反則金 ６千円 

交通反則通告制度とは・・・・ 

比較的軽微な交通違反に交通反則切符

（青切符）を交付し、違反者が反則金を納付

すれば刑事罰を科さない制度です。法改正

により、自転車をはじめとする軽車両の違

反にも適用されるようになりました。 

③ 一時不停止      反則金 ５千円 

④ 無灯火        反則金 ５千円 

⑤ 傘さし運転     反則金 ５千円 

⑥ 並進         反則金 ３千円 


